
１ ． 委託業務名 コ ミ ュ ニテ ィ 通訳業務

２ ． 実施目的   

北九州市において は 、 市内に外国人市民が約 17,000 人居住し ているが 、 外国人市民の中に
は 、 日本語でのコ ミ ュ ニケーシ ョ ンが困難な人も多 く 、 外国人市民への情報 ・ 言語支援を強化
し 、 行政サービ スの面で日本人市民と の格差を縮めてい く 必要があ る 。  

そ こ で 、 北九州市の各部署や外郭団体 、 外国人市民から の要請があ っ た場合 、 通訳に よ り サ
ポー ト す る もの 。  

３ ． 通則 

（ １ ） 受託者は 、 本仕様書に基づいて 、 本業務を実施す る 。 ま た 、 業務遂行にあた り 、 本仕様に明   
示のない もの 、 疑義が生じ た ものについては 、 速やかに北九州市と協議を行い 、 その指示に  
従 う 。  

（ ２ ） 受託者は 、 委託業務の実施に よ り 知 り 得た個人情報の漏えい 、 滅失ま たは毀損の防止 、 その  
他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じ なければな ら ない 。  

（ ３ ） 受託者は 、 委託業務の実施に よ り 知 り 得た個人情報の内容をみだ り に他人に知ら せ 、 又は不  
当な目的に利用し てはな ら ない 。  

（ ４ ） 受託者は 、 本業務完了後 、 速やかに本業務を統括し た業務完了報告書を北九州市に提出し 、  
その検査を受け る 。  

（ ５ ） 受託者は本業務を行 う にあた り 、 ボ ラ ン テ ィ アの通訳者に業を行わせる場合は 、 通訳者をボ 
   ラ ン テ ィ ア保険に加入さ せる こ と 。 ま た 、 ボ ラ ン テ ィ アの通訳者に業を行わせる場合 、 有 

償 ・ 無償は問わないが 、 交通費実費相当分以上の金額をボ ラ ン テ ィ アの通訳者に支払わなけ  
ればな ら ない 。  
なお 、 交通費実費相当分 と は 、 バスや Ｊ Ｒ などの公共機関を利用し た料金の こ と をい う 。  

（ ６ ） 簡易な手続き など 、 出入国在留管理庁が実施す る通訳支援事業を活用でき る場合は 、 そ ち ら  
を案内す る こ と 。  

４ ． 委託業務内容 

（ １ ） 概要 
本市の行政機関等ま たは外国人市民から の依頼に基づ き通訳者を派遣 、 ま たは電話 ・ オ

ン ラ イ ン ツールを利用し て通訳す る 。  
ま た 、 よ り 効果的な事業と す る ため 、 コ ミ ュ ニテ ィ 通訳の利活用方法について 、 利用者

に向け て手順書を作成し 、 研修 ・ 周知を図る 。  
（ ２ ） 通訳言語 
     英語 、 中国語 、 韓国語 、 ベ ト ナ ム語 、 タ ガログ語 、 ネパール語 、 タ イ 語 、 イ ン ド ネシ ア

語 、 マ レ ー語 、 モ ン ゴル語 、 ク メ ール語 、 ミ ャ ン マー語 、 ヒ ンデ ィ ー語 、 シ ンハラ語 、 ロ
シ ア語 、 ポル ト ガル語 、 スペ イ ン語 、 フ ラ ン ス語 、 イ タ リ ア語 、 ド イ ツ語 、 ベンガル語 、
ウ ク ラ イ ナ語  等 

（ ３ ） 業務の対応時間 
     月曜日から金曜日まで （ 祝日 ・ 年末年始は除 く ） 9:30 ～ 17:00 
（ ４ ） 対象と な る場所 
     原則と し て 、 本市施設 ・ 学校 ・ その他行政サービ ス を提供す る公的機関 、 医療機関 、 子

育て支援機関 、 外国人住民宅と し 、 それ以外の場合は本市と協議の上 、 決定す る こ と 。  
（ ５ ） 通訳業務を行 う 上で付帯す る業務 
     ・ 通訳のコーデ ィ ネー ト 業務 
     ・ 通訳者のために 、 ス キルア ッ プ講座を最低 、 年 1 回開催す る 。  
（ ６ ） その他 
     本仕様書に定めのない事項等については 、 協議の上決定す る もの 。  
５ ． 委託期間 令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで 
６ ． 委託料の支払い 一般払い と す る 。
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